
会計規則 
  （ 平 成 １ ６ 年 島 大 規 則 第 ３ ５ 号 ） 

（ 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 制 定 ） 
〔 令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日 最 終 改 正 〕  

 
第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は，国立大学法人島根大学（以下「本学」という。）の財務及び会計

に関する基準を定め，財政状態及び運営状況を明らかにすることにより，その業務の

円滑な運営を図ることを目的とする。 
（適用範囲） 

第２条 本学の財務及び会計に関しては，国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号。

以下「法人法」という。）及びその他関係法令並びに本学業務方法書に定めるものの

ほかこの規則の定めるところによる。 
（事業年度） 

第３条 本学の事業年度は，毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 
２ 本学の会計は，原則として企業会計原則による。 

（会計事務の総括） 

第４条 本学の財務及び会計は，学長が統括する。 

（勘定科目） 

第５条 本学の取引は，別に定める勘定科目により区分して整理する。 
（帳簿等） 

第６条 本学は，会計に関する帳簿及び伝票により，所要の事項を整然かつ明瞭に記録

し，保存する。 
２ 帳簿，伝票の種類及び保存期間については，別に定める。 
３ 帳簿及び伝票の記録・保存については，電子媒体によることができる。 
第２章 予算 

（予算の目的） 
第７条 予算は，年度計画に基づき，本学の円滑な運営に資することを目的とし，明確な

方針のもとに編成する。 

（予算単位及び予算責任者） 
第８条 予算単位とは，本学の予算の編成及び執行を行う単位をいう。 

２ 前項の予算単位毎に予算責任者を置く。 

３ 本学の予算単位及び予算責任者は，別に定める。 
（予算責任者の権限及び責任） 

第９条 予算責任者は，所掌する予算単位における予算案の作成及び予算の適正な執行

について，権限と責任を有する。 
（予算編成） 



第１０条 学長は，予算編成方針案及び予算案（以下「予算編成案等」という。）を作

成する。 
２ 学長は，作成した予算編成案等について，経営協議会及び役員会の議を経て，予算

編成方針及び予算（以下「予算編成等」という。）を決定する。 
３ 学長は，前項の予算編成等を当該予算責任者へ通知する。 

（予算の執行） 
第１１条 予算責任者は，常に予算と執行実績との比較検討を行い，その適正な執行に

努めなければならない。 
２ 予算責任者は，帳簿によって執行状況を常に明らかにしなければならない。 

（予算の補正） 
第１２条 学長は，必要と認めた場合は，予算を補正することができる。 
２ 学長は，予算を補正するときは，別に定める場合を除き，補正予算案を作成し，経

営協議会及び役員会の議を経て決定する。 
（予算の繰越） 

第１３条 学長は，別に定める場合に限り，予算を繰り越すことができる。 
（決算報告書） 

第１４条 予算責任者は，事業年度終了後，予算の執行結果をとりまとめて別に定める

決算報告書を学長に提出しなければならない。 
第３章 契約 

（契約事務の委任） 
第１５条 契約は，学長が行う。 
２ 学長は，契約を行うにあたり，他の職員に契約事務を行わせることができる。 

（入札の原則） 
第１６条 本学業務方法書第２９条に定める競争は，せり売りに付するときを除き，入

札の方法をもって行わなければならない。 
（落札の方式） 

第１７条 競争に付する場合は，契約の目的に応じ，予定価格の制限の範囲内で最高又

は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし，支払いの原因

となる契約のうち，別に定めるものについて，相手方となるべき者の申込みに係る価

格によっては，その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあ

ると認められるとき，又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこ

ととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは，別に定めるところに

より，予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格

をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。 
２ 本学が所有する資産と本学以外の者が所有する資産との交換に関する契約その他

その性質又は目的から前項の規定により難い契約については，同項の規定にかかわら

ず，別に定めるところにより，価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの

（同項ただし書の場合にあっては，次に有利なもの）をもって申込みをした者を契約



の相手方とすることができる。 
（契約書の作成）  

第１８条 競争により落札者を決定したとき，又は随意契約の相手方を決定したときは，

契約の目的，契約金額，履行期限に関する事項その他履行に関する必要な条項を記載

した契約書を作成しなければならない。ただし，別に定める場合は，これを省略する

ことができる。 
（監督及び検査）  

第１９条 工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合は，契約の適正な履

行を確保するため必要な監督をしなければならない。 
２ 前項の請負契約又は物件の買入れその他の契約については，その受ける給付の完了

の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しく

は製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。）をするため速やかに必要な検

査をしなければならない。 
（競争参加資格等） 

第２０条 前４条に定めるもののほか，競争に加わろうとする者に必要な資格その他競

争について必要な事項は，別に定める。 
第４章 金銭等の経理及び出納 
（金銭及び有価証券の定義） 

第２１条 金銭とは，次の各号に掲げるものをいう。 
一 現金 通貨，他人振出小切手，為替証書，振替払出証書及び官公署の支払通知書 
二 預金 当座預金，普通預金，通知預金，定期預金，貯金及び金銭信託 

２ 有価証券とは，金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第２条第１項に規定す

る有価証券又は同条第２項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。 
（経理単位及び経理責任者） 

第２２条 経理単位とは，金銭等の経理及び出納を処理する単位をいう。 
２ 前項の経理単位毎に経理責任者を置く。 
３ 本学の経理単位，経理責任者及びその他必要な事項は，別に定める。 
４ 経理責任者に事故等があるときは，学長が命じた者が業務を代理する。 

（経理責任者の権限及び責任） 
第２３条 経理責任者は，所掌する経理単位における金銭等の経理について，権限と責任

を有する。 
（出納及び出納責任者）  

第２４条 金銭の出納とは，本学における金銭による収納，支払及び振替をいう。 
２ 経理責任者の所掌する業務のうち，金銭の出納，保管及び有価証券の保管に関する業務

は，別に定める出納責任者が行う。 
３ 出納責任者は，金銭等の出納，保管及び有価証券の保管について，権限と責任を有

する。 
４ 出納責任者は，業務の一部を他の職員に行わせることができる。 



（金融機関等との取引） 
第２５条 金融機関等との取引の開始，又は終止は，学長が決定する。 

（現金等の保管） 
第２６条 出納責任者は，現金を遅滞なく金融機関等に預け入れなければならない。た

だし，業務上現金によることがやむを得ないと認められる支払に充てるもの，小口現

金及びつり銭準備金については，別に定める金額の範囲内でそれぞれ区分して手許に

保有することができる。 
２ 有価証券の保管については，原則として保護預けとする。 
（金銭の出納手続） 

第２７条 出納責任者は，正当な書類により作成された伝票に基づいて，金銭の出納を

行わなければならない。 
（債権の発生） 

第２８条 経理責任者は，本学の収入となるべき金銭を収納しようとするときは，別に

定める場合を除き，債権の発生を認識するとともに，債務者に対して債務の履行請求

を行わなければならない。 
（督促） 

第２９条 経理責任者は，納入期限までに収納されない債権について，遅滞なく債務者

に督促し，収入の確保を図らなければならない。 
（債権の放棄等） 

第３０条 経理責任者は，重要な財産以外の債権の全部若しくは一部を放棄し，又は当

該債権の効力を変更することができる。 
２ 経理責任者は，別に定める場合において，前項の債権を放棄し，又は当該債権の効力を

変更する場合は，学長の承認を得なければならない。 
（領収書の発行）  

第３１条 出納責任者は，金銭を収納したときは，別に定める場合を除き，所定の領収

書を発行しなければならない。 
２ 金融機関等への振り込みにより収納した場合は，前項に規定する領収書の発行を省

略することができる。 
３ 領収書の発行及び管理は，厳正に行わなければならない。 
（支払の決定） 

第３２条 経理責任者は，第１９条第２項による検査等に基づいて速やかに債務を認識

し，支払条件に基づいて出納責任者に支払わせる。 
（支払の方法） 

第３３条 支払は，原則として金融機関等への振り込みにより行う。ただし，小口現金

払いその他必要がある場合は，現金をもって行うことができる。  
２ 出納責任者は，支払いを行ったときは，領収書を徴しなければならない。ただし，

やむを得ない理由により領収書を徴することができない場合は，支払証明書をもって，

これに代えることができる。 



３ 金融機関等への振り込みの場合は，振込通知書又はこれに類するものをもって，領

収書に代えることができる。 
（預り金等） 

第３４条 出納責任者は，別に定める場合を除き，本学の収入又は支出とならない金銭

の出納を行ってはならない。 
２ 前項の別に定める場合の金銭の出納については，第２６条第１項本文，第３１条及

び第３３条の規定を準用する。 
（仮払い） 

第３５条 経費の性質上又は業務運営上必要がある場合は，仮払いをすることができる。 
（金銭の照合） 

第３６条 出納責任者は，現金の手許有高と現金出納帳を毎日照合するとともに，預金

等の実在高と預金出納帳を毎月末照合しなければならない。 
（金銭の過不足） 

第３７条 出納責任者は，金銭に過不足が生じたときは，速やかに経理責任者に報告し

なければならない。 
第５章 資金 
（資金の定義） 

第３８条 資金とは，支払に充当することができる現金，預金及び有価証券をいう。 
（資金管理） 

第３９条 資金管理は，学長が行う。 
（資金管理方針） 

第４０条 学長は，資金管理方針を作成する。 
２ 学長は，前項の方針に基づいて資金繰計画を作成し，資金の不足にあたっては調達

を行い，資金の余剰が認められるときは，安全かつ効率的な運用に努めなければなら

ない。 
（短期借入金） 

第４１条 学長は，一事業年度内において，運営資金が一時的に不足する恐れのある場

合は，中期計画の借入限度額の範囲内において，短期借入れを行うことができる。 
２ 学長は，前項の短期借入れをしようとするときは，役員会の議を経なければならな

い。 
３ 短期借入金は，当該事業年度内に償還しなければならない。 

（長期借入金及び島根大学法人債） 
第４２条 学長が必要と認める場合は，長期借入れをし，又は島根大学法人債を発行す

ることができる。 
２ 学長は，前項の長期借入れをし，又は島根大学法人債を発行しようとするときは，

経営協議会及び役員会の議を経て文部科学大臣の認可を受けなければならない。 
３ 前条第１項及び前項による借入れをし，又は島根大学法人債を発行するときは，資

産を担保に供することができる。 



（出資）  
第４３条 学長は，必要と認める場合は，出資することができる。 
２ 学長は，前項の出資をしようとするときは，経営協議会及び役員会の議を経て文部

科学大臣の認可を受けなければならない。 
（資金の貸付け及び債務保証） 

第４４条 学長は，必要と認める場合は，資金の貸付け又は債務保証を行うことができ

る。 
２ 前項の手続きは，別に定める。 
第６章 固定資産 

（固定資産の範囲） 
第４５条 固定資産とは，有形固定資産，無形固定資産及び投資その他の資産をいう。 

（固定資産の管理） 
第４６条 学長は，固定資産の取得，維持保全，運用，処分等（以下「管理」という。）

を行う。 
２ 固定資産の管理に必要な事項は，別に定める。 
３ 学長は，管理の一部を他の職員に行わせることができる。 
（減価償却） 

第４７条 固定資産のうち償却資産については，事業年度毎に取得価額を基にした減価

償却を行わなければならない。 
（減損処理） 

第４７条の２ 有形固定資産及び無形固定資産のうち，別に定めるものを除き，所定の

減損処理を行わなければならない。 

第７章 たな卸資産 
（たな卸資産の範囲） 

第４８条 たな卸資産とは，商品，製品，材料，医薬品，診療材料，その他これらに類

する貯蔵品で相当価額以上のもののうち，たな卸しが必要なものをいう。 
（たな卸資産の管理） 

第４９条 予算責任者は，たな卸資産について管理台帳を整備し，受払いの記録を行うととも

に，常にその在高を明らかにしなければならない。 
（実地たな卸と報告） 

第５０条 予算責任者は，毎事業年度末に，実地たな卸を行い，その結果を学長に報告

しなければならない。 
第８章 決算 
（決算の目的） 

第５１条 決算は，事業年度の予算の執行，事業年度末の財政状態及び運営状況を明ら

かにすることを目的とする。 
（月次決算） 

第５２条 経理責任者は，月次の財務状況を明らかにした書類を作成し，学長に提出し



なければならない。 
（年度決算）  

第５３条 経理責任者は，年度決算に必要な手続きを行い，国立大学法人法に規定する

財務諸表等を作成し，学長に提出しなければならない。 
２ 学長は，前項に規定する財務諸表等について，経営協議会及び役員会の議を経なければ

ならない。 
（決算報告） 

第５４条 学長は，前条の財務諸表等に，監事及び会計監査人の意見を付し，文部科学大

臣へ提出する。 
第９章 弁償責任 
（会計上の義務と責任） 

第５５条 本学の役員及び職員（以下「役職員」という。）は，財務及び会計に関し適

用又は準用される法令並びにこの規則に準拠し，善良な管理者の注意をもってそれぞ

れの職務を行わなければならない。 
２ 役職員は，故意又は重大な過失により前項の規定に反して本学に損害を与えた場合

は，その損害を弁償する責に任じなければならない。 
（亡失等の報告） 

第５６条 役職員は，本学の金銭，有価証券及び固定資産等を亡失，滅失又はき損した

ときは，速やかに学長に報告しなければならない。 
（弁償責任の決定及び弁償命令） 

第５７条 役職員が本学に損害を与えたときは，役員会の議を経て，学長がその弁償責任の有

無及び弁償額を決定する。 
第１０章 雑則 
（実施規則） 

第５８条 この規則の実施について必要な規則は，別に定める。 
（改廃） 

第５９条 この規則の改廃は，経営協議会及び役員会の議を経て，学長が行う。 
附  則 

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 
附  則（平成１８年３月８日一部改正） 

この規程は，平成１８年４月１日から施行する。 
附  則（平成１９年１２月２７日一部改正） 

この規程は，平成１９年１２月２７日から施行し，この規程による改正後の国立大学 
法人島根大学会計規程第２１条の規定は，平成１９年１０月１日から適用する。 

附  則（平成２７年４月６日一部改正） 

この規程は，平成２７年４月６日から施行し，平成２７年４月１日から適用する。 
附  則（平成３０年２月２日一部改正） 

この規程は，平成３０年２月２日から施行する。 
附  則（平成３１年１月２５日一部改正） 



この規程は，平成３１年１月２５日から施行する。 
  附 則（令和２年１２月２８日一部改正） 
この規程は，令和３年１月１日から施行する。 


